
職員提案

1 現状及び課題

2 提案内容

3
予想される

効果

提案件名 保険外交員など外部者の執務スペースへの立入規制

審査会の実施等に
関する所見

実施することが適当であると認められる。

 昼休みに、保険会社の外交員等が執務スペースに入ってき
て、保険契約をしている職員に声をかけたり、保険契約をし
ていない職員に対し、営業活動をしている様子も散見され
る。営業活動に応じるかどうかは職員の自由ではあるもの
の、職員の休憩時間中は、昼食などのため、人員配置が手薄
になる職場も少なくない。
 そのため、外部者が自由に執務スペースに出入りできる状況
にあることは、個人情報漏洩等のリスクがあると考える。
 また、休憩している職員が、外部者の執拗な勧誘などにより
望まない対応を求められるケースもある。

　保険外交員など外部者の執務スペースへの立入規制を設
け、通路等で対応する。または、職員が外交員との面談が必
要であれば、事前に会議室等を用意するなどの対応により、
執務スペースへの立入をなくす。

充分な休憩時間の確保
個人情報漏洩その他のセキュリティ上の懸念の解消


